
名古屋市社会福祉協議会職員 採用試験申込書［対象区分：職務経験者］（１） 

試験区分 事 務（総合職） 受験番号 ※ 

写   真 

最近６カ月以内 

正面顔写真 

（4ｃｍ×3ｃｍ）

ふりがな

氏 名 

生年月日
□昭和 

□平成 
   年    月    日    歳 

現住所 

連絡先 

〒     

電話 【連絡がつく時間帯】

電子ﾒｰﾙ  

上記以外

の通知先

（任意）

〒      

電話 【連絡がつく時間帯】

学歴【高等学校および最終学歴を記入（その前の学歴があればそちらも記入）】 

※高校卒業後の進学先が最終学歴の場合は、『（その前）』は空欄にしてください。 

学 校 名 
課 程 

(学部・学科名) 

所 在 地 

（市区町村まで）

期 間 

年 月から 年 月まで

（和暦で記載） 

該当箇所へ

チェック 

（最終） 
 

□中 退 

□卒業見込

□卒 業 

（その前） ※なければ空白 

 
□中 退 

□卒業見込

□卒 業 

（高校） 

 
□中 退 

□卒業見込

□卒 業 

備考 

 私は令和８年度名古屋市社会福祉協議会職員採用試験を受験したいので、試験案内の記載事項

をすべて了承のうえ申し込みます。なお、私は試験案内に記載の受験資格等をすべて満たしてお

り、この申込書のすべての記入事項に相違ありません。 

申込日 年 月 日 氏名  

[作成心得]   

① 手書きの場合は黒色のボールペンで記入すること。 

② データ入力の場合は、申込書を印刷した時に欄内に収まる文字数で記載すること。 

 

裏面あり 



 

※職務経験記入欄が不足する場合は別紙（A４片面１枚以内）の添付可 

務経験 （平成２８年４月１日から令和８年３月３１日のうち、新しいものから順に） 

 現在は、□離職中  □在職中 → ［勤務先：                            ］ 

↓以下は令和８年３月３１日までの期間について記入すること 

勤 務 先 
（所在地：市区町村まで）

職務 

内容 

雇用 

形態 

週の 

勤務 

時間 

在 職 期 間 
年 月 日から 年 月 日まで 

（和暦で記載） 

経験 

年月 

（現職又は最終） 常 勤 

非常勤

パート 時間

年

（うち休業期間：             ） 月

（その前） 常 勤 

非常勤

パート 時間

年

（うち休業期間：            ） 月

（その前） 常 勤 

非常勤

パート 
時間

年

（うち休業期間：            ） 月

（その前） 
常 勤 

非常勤

パート 時間

年

（うち休業期間：            ） 月

（その前） 
常 勤 

非常勤

パート 時間

年

（うち休業期間：            ） 月

通算職務経験 

 （指定期間内で通算５年以上かつ１つ以上の勤務先で３年以上） 
通算 年 月

資格・免許（社会福祉士・精神保健福祉士については資格取得見込みを含む） 

名  称 取 得 年 月 日 

本人希望記入欄 （身体の障がい等のため受験上の配慮を必要とされる場合等に記入） 

 

＜アンケート＞ 

あなたが転職のための情報入手方法について教えてください。（複数回答可） 

□ハローワーク    □転職博   □家族・友人・知人 

□転職サイト（□Indeed □マイナビ転職 □Ｒｅ就活 □他サイト：       ） 

□その他（               ） 



採用試験申込書［対象区分：職務経験者］（２） 【氏名           】 

志望動機（本会入職を目指そうとしたきっかけや理由）及び入職後に実現したい仕事や 

携わりたい業務 

自己ＰＲ（私は○○なタイプです。私の「強み」「セールスポイント」は○○です。）と 

それを表す具体的なエピソード 

  

これまでの職務経験の中で力を入れて取り組み、最も達成感を感じたこと 

裏面あり 



採用試験申込書［対象区分：職務経験者］（２） 【氏名           】 

転職を考えた具体的な理由、契機 

地域や社会における活動や経験（ボランティア、地域活動、社会貢献活動など） 

最近、興味や関心のある事柄・話題 

趣味や余暇の過ごし方、ストレス解消法 特技や自慢ができること 

本会以外への 

就職活動の状況 

□あり → 具体的に【                  】 

□なし 

採用日について 

□令和 9年 4月 1日以降を希望 

□令和 8年度中（令和 9年 3月 31 日以前）の入職も可能 

※採用日は令和 9 年 4 月 1 日以降の採用が基本ですが、状況によって 

早期採用もあります。 


